
（
四
）
佐
牙
神
社
の
祭
り
と
南
山
城
の
諸
社 

 

竹
中 

友
里
代 

 
は
じ
め
に 

平
成
二
六
年
度
調
査
で
は
、
佐
牙
神
社
秋
の
例
大
祭
で
百
味
の
御
食

や
神
楽
の
調
査
を
行
い
、
ま
た
そ
こ
で
山
本
村
の
祭
礼
箱
の
銘
文
を
記

録
し
、
別
稿
で
報
告
し
た
。
こ
れ
ら
の
内
容
を
ま
と
め
、
若
干
の
考
察

を
加
え
て
報
告
す
る
。 

  
 
 
 

山
本
村
祭
礼
用
木
箱
か
ら 

 

先
に
報
告
し
た
祭
礼
用
の
木
箱
①
の
蓋
裏
に
は
、
養
子
・
婚
姻
振
舞

仕
方
の
墨
書
が
あ
り
、
十
八
人
衆
（
太
夫
・
中
老
）
と
男
衆
に
女
衆
の

献
立
が
記
さ
れ
て
い
た
。
と
り
わ
け
婚
姻
に
よ
っ
て
、
新
婦
が
村
の
女

性
社
会
に
受
け
入
れ
て
も
ら
う
た
め
の
心
配
り
が
あ
る
こ
と
、
ま
た
振

舞
う
赤
飯
に
は
子
供
用
も
用
意
さ
れ
て
お
り
、
村
社
会
の
次
世
代
に
配

慮
し
て
い
る
こ
と
に
触
れ
た
。 

 

文
政
十
二
年
十
一
月
「
神
役
記
録
」（
一
）

に
は
、
こ
の
銘
文
に
関
連

す
る
行
事
の
詳
細
が
記
さ
れ
て
い
る
。
例
祭
の
御
供
の
準
備
の
ほ
か
に
、

赤
飯
に
は
、
一
番
が
太
夫
衆
、
二
番
が
中
老
衆
、
三
番
が
男
衆
、
四
番

が
女
衆
、
五
番
が
子
供
と
大
小
五
種
類
の
物
相
の
寸
法
等
が
記
さ
れ
て

い
る
。
本
箱
①
の
側
面
の
銘
文
に
も
「
引
盃
弐
拾
人
前
・
物
相
五
組
」

と
あ
る
よ
う
に
、
こ
の
赤
飯
を
盛
る
五
つ
の
型
の
物
相
を
収
納
す
る
箱

で
あ
っ
た
こ
と
が
判
明
し
、
古
文
書
の
記
述
を
裏
付
け
る
も
の
で
あ
っ

た
。 

 

こ
の
こ
と
は
文
政
八
年
（
一
八
二
五
）「
諸
色
献
立
覚
」（
二
）

と
題
す

る
江
津
村
の
記
録
か
ら
も
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
は
今
中
源
兵
衛

が
自
身
の
太
夫
成
や
嫁
を
迎
え
る
際
な
ど
村
の
行
事
で
振
舞
う
献
立

の
参
考
に
す
る
た
め
に
、
村
内
の
諸
行
事
の
献
立
を
合
わ
せ
て
書
き
留

め
た
も
の
で
あ
る
。
文
政
七
年
十
一
月
十
一
日
書
き
手
の
源
兵
衛
の
太

夫
成
で
、
宮
座
の
太
夫
や
中
老
を
も
て
な
す
献
立
が
詳
細
に
記
録
さ
れ

て
い
る
が
、
そ
れ
に
加
え
て
勝
手
献
立
と
し
て
、
酢
あ
へ
・
汁
・
平
・

猪
口
・
焼
物
・
吸
物
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。
勝
手
方
の
女
房
衆
に
も
振

る
舞
い
が
あ
っ
た
。 

ま
た
酉
十
一
月
の
「
六
右
衛
門
嫁
入
よ
ひ
衆
朝
勝
手
膳
出
し
」
と
し

て
酢
あ
へ
・
汁
・
猪
口
な
ど
の
献
立
が
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
「
女

中
茶
よ
ひ
」
と
し
て
赤
飯
や
白
飯
が
用
意
さ
れ
て
い
た
。
茶
よ
び
の
献

立
が
宮
座
や
男
衆
の
後
に
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
茶
呼
び
衆
と
は
、

勝
手
方
で
働
い
た
女
た
ち
を
ね
ぎ
ら
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
山
本
村
だ

け
で
な
く
江
津
村
で
も
裏
方
と
し
て
働
い
た
女
衆
が
宮
座
の
行
事
に

参
加
し
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。 

 

江
津
村
の
年
違
と
子
供 

江
津
村
今
中
源
重
郎
が
文
化
四
年
（
一
八
〇
七
）
四
月
か
ら
書
き
留

め
た
「
氏
神
年
行
事
諸
書
留
」（
三
）

に
は
、
そ
の
表
題
の
通
り
、
氏
神

佐
牙
神
社
の
一
年
間
の
祭
り
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。
四
月
十
五
日
に

「
年
違
」
と
し
て
、
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。 
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年
違 

一
、
十
五
日 

林
蔵
子
死
去 

年
違 

長
十
郎
・
浅
次
郎
・
善
七
・
宇
兵
衛
・ 

弥
兵
衛
・
久
次
郎
・
お
こ
よ
〆
七
人 

三
才 

五
月
十
日
宮
登
ル 

一
、
年
違 

定
次
郎
子 

武
八
子
、
宮
右
衛
門
子 

 
 

新
七
子
五
才
死
去 

 

こ
れ
ら
年
違
の
記
述
を
ま
と
め
た
も
の
が
別
表
で
あ
る
。
四
月
か
ら

七
月
ま
で
、
二
才
か
ら
八
才
ま
で
の
亡
く
な
っ
た
子
供
と
子
供
を
も
つ

親
の
名
が
書
き
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
「
年
違(

と
し
た
が
い)

」
と
は
、

亡
く
な
っ
た
子
供
と
同
年
齢
の
子
の
死
を
避
け
る
た
め
、
そ
の
年
齢
の

数
だ
け
豆
や
餅
を
食
べ
る
風
習
が
あ
る
。
江
津
村
で
は
、
豆
や
餅
を
食

べ
た
か
は
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
六
月
十
日
九
左
衛
門
の
子
供
の
年
違

に
は
、
宮
へ
上
が
り
、
献
灯
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
同
年
齢
の
子
供
を

連
れ
て
氏
神
へ
参
詣
し
て
い
た
か
、
あ
る
い
は
神
社
で
お
祓
い
な
ど
を

行
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
表
を
み
る
と
四
月
十
五
日
に
林
蔵
の
三
才

の
子
供
が
亡
く
な
り
、
そ
の
時
同
年
齢
の
子
は
七
人
い
た
が
、
同
月
二

十
六
日
に
お
こ
よ
の
三
才
の
子
供
が
亡
く
な
り
、
五
月
十
七
日
に
は
弥

兵
衛
の
子
三
才
が
亡
く
な
る
。
三
才
の
子
が
四
人
と
な
る
。
書
き
上
げ

た
子
供
の
数
は
合
わ
な
い
が
、
ふ
た
月
に
三
人
の
三
才
児
が
亡
く
な
っ

て
い
る
。
五
才
が
五
月
に
三
人
で
あ
っ
た
の
が
、
七
月
に
は
二
人
で
あ

る
。
四
月
か
ら
七
月
ま
で
の
記
録
し
か
な
い
が
、
こ
の
四
ケ
月
間
に
九

人
の
幼
児
が
亡
く
な
り
、
二
才
児
が
八
人
で
あ
る
の
に
、
五
才
児
は
二

人
、
八
才
児
は
三
人
と
成
長
す
る
に
つ
れ
て
少
な
く
な
り
、
当
時
の
死

亡
率
の
高
さ
を
示
し
て
い
る
。
神
事
の
呼
衆
に
子
供
と
母
親
と
な
る
女

を
加
え
て
い
る
の
は
、
子
供
が
村
の
構
成
員
と
な
る
ま
で
無
事
に
成
長

す
る
よ
う
願
い
が
込
め
ら
れ
て
い
た
。 

 

白
川
門
人
帳
を
め
ぐ
る
幕
末
維
新
期
の
南
山
城
の
神
社 

 

こ
う
し
た
近
世
に
行
わ
れ
て
い
た
神
社
や
宮
座
の
行
事
は
、
明
治
維

新
期
に
大
き
な
変
容
を
遂
げ
る
。
次
に
白
川
門
人
帳
か
ら
南
山
城
の
神

社
を
め
ぐ
る
情
勢
を
見
よ
う
。 

白
川
家
と
は
、
平
安
時
代
末
頃
よ
り
花
山
天
皇
の
皇
子
清
仁
親
王
の

後
裔
顕
広
王
以
降
代
々
神
祇
伯
職
を
世
襲
し
、
禁
中
の
祭
祀
を
職
務
と

し
て
、
伯
王
家
・
白
川
伯
家
等
と
称
し
た
。
近
世
に
は
吉
田
神
道
が
寛

文
五
年
（
一
六
六
五
）
の
諸
社
禰
宜
神
主
法
度
の
第
三
条
に
よ
り
、
無

位
の
神
主
の
装
束
着
用
に
は
、
吉
田
家
の
裁
許
状
を
要
し
、
地
方
の
小

社
が
神
職
身
分
を
吉
田
家
の
裁
許
状
に
求
め
る
よ
う
に
な
る
。
こ
れ
以

降
全
国
の
郷
社
・
村
社
な
ど
の
地
方
の
神
主
を
支
配
下
に
置
き
、
神
祇

管
領
吉
田
家
の
宗
源
神
道
は
、
神
祇
伯
白
川
家
の
神
道
祭
祀
を
圧
倒
し

て
い
た
。
そ
れ
対
し
て
、
白
川
家
で
は
、
世
俗
と
は
距
離
を
置
き
、
禁

中
祭
祀
に
の
み
傾
注
し
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
江
戸
中
期
国
学
の
勃
興

に
よ
っ
て
、
復
古
思
想
が
興
起
し
、
世
俗
化
し
な
い
白
川
家
に
対
し
て

国
学
者
だ
け
で
な
く
吉
田
神
道
か
ら
も
憧
憬
を
も
っ
て
見
ら
れ
る
よ

う
に
な
る
。
折
し
も
伯
家
の
財
政
難
を
打
開
す
る
た
め
庶
民
に
も
白
川

家
に
入
門
で
き
る
よ
う
、
門
戸
が
開
か
れ
る
。
入
門
を
め
ぐ
っ
て
、
各
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地
で
白
川
家
か
吉
田
家
か
い
ず
れ
の
神
道
を
選
択
す
る
か
の
争
論
が

起
こ
る
。
こ
う
し
た
時
に
全
国
の
門
人
把
握
の
た
め
に
作
成
さ
れ
た
の

か
、
「
白
川
門
人
帳
」（
四
）

で
あ
る
。 

 

甲
乙
丙
丁
の
四
冊
に
首
巻
の
古
帳
写
し
一
冊
、
そ
し
て
四
冊
に
続
き

慶
応
四
年
（
一
八
六
八
）
か
ら
明
治
二
年
（
一
八
六
九
）
ま
で
を
記
録

し
た
尾
巻
が
あ
る
。 

文
化
十
三
年
（
一
八
一
六
）
古
帳
写
の
「
諸
国
門
人
帳
」
に
は
、
山

城
国
の
宝
暦
十
四
年
（
一
七
六
四
）
か
ら
の
入
門
者
が
書
き
上
げ
ら
れ

て
い
る
。
明
和
四
年
（
一
七
六
七
）
五
月
廿
五
日
に
は
石
清
水
八
幡
宮

の
社
家
の
東
竹
久
丸
が
入
門
し
て
い
る
。
東
竹
家
と
は
、
田
中
召
清
が

寛
文
元
年
（
一
六
六
一
）
に
田
中
家
を
要
清
に
譲
渡
し
て
再
興
し
た
社

家
で
あ
る
。
祠
官
家
系
図
（
五
）

に
よ
る
と
、
召
清
、
象
清
、
充
清
、
好

清
、
延
清
、
容
清
と
続
き
、
こ
の
容
清
が
久
丸
で
あ
る
。
容
清
は
、
田

中
正
清
の
次
男
で
天
明
八
年
（
一
七
八
八
）
に
没
し
て
い
る
。
近
世
東

竹
家
に
つ
い
て
は
、
僧
体
で
妻
帯
し
一
家
を
相
続
す
る
社
務
三
家
に
対

し
て
、
社
務
検
校
に
就
任
し
な
い
家
柄
で
、
社
家
と
し
て
放
生
会
な
ど

祭
礼
に
は
、
童
形
で
参
列
す
る
以
外
そ
の
営
み
は
ほ
と
ん
ど
不
分
明
で

あ
る
。
石
清
水
の
仏
事
を
統
括
し
、
神
領
を
支
配
す
る
社
務
田
中
家
か

ら
養
子
と
し
て
傍
流
東
竹
家
を
継
承
し
た
容
清
が
神
祇
伯
白
川
家
に

傾
倒
し
て
い
た
こ
と
は
本
家
田
中
家
が
吉
田
家
の
宗
源
神
道
の
一
翼

を
担
っ
て
い
た
こ
と
に
比
し
て
興
味
深
い
。 

 

南
山
城
で
は
、
安
永
三
年
（
一
七
七
四
）
五
月
十
五
日
宇
治
田
原
町

の
建
藤
大
明
神
の
神
主
に
宇
治
田
原
上
禅
定
寺
村
の
岡
兵
庫
・
平
行
光

が
白
川
家
の
裁
許
で
就
任
し
て
い
る
。
文
政
十
三
年
（
一
八
三
〇
）
十

二
月
六
日
に
は
、
こ
の
建
藤
神
社
の
神
主
岡
兵
庫
は
、
継
目
と
し
て
平

憲
行
が
神
主
と
し
て
風
折
烏
帽
子
と
浄
衣
を
頂
戴
し
相
続
し
て
い
る
。

文
政
十
一
年
八
月
二
七
日
宇
治
田
原
郷
荒
木
村
大
宮
神
明
宮
の
祠
官

で
あ
る
五
百
磐
（
イ
ニ
ワ
）
弥
次
兵
衛
こ
と
豊
後
・
平
憲
良
は
、
白
川

家
に
初
入
門
し
、
風
折
烏
帽
子
と
浄
衣
を
礼
金
五
百
疋
で
頂
戴
し
、
同

時
に
妻
勝
子
も
同
社
の
巫
女
と
し
て
初
入
門
し
、
忌
衣
の
一
種
で
あ
る

千
早
を
も
ら
い
受
け
て
い
る
。
嘉
永
六
年
（
一
八
五
三
）
四
月
三
日
倅

の
五
百
磐
越
後
・
平
定
良
が
継
目
と
し
て
神
拝
式
作
法
と
風
折
烏
帽

子
・
浄
衣
指
貫
を
、
妻
の
民
江
・
平
晴
子
も
巫
女
と
し
て
神
拝
式
と
千

早
を
親
と
同
様
に
頂
戴
し
、
村
の
神
社
の
神
主
を
相
続
し
て
い
る
。
宇

治
田
原
郷
で
は
、
建
藤
神
社
・
大
宮
神
明
宮
と
も
に
、
白
川
家
に
二
代

に
わ
た
っ
て
入
門
し
て
い
た
。 

宇
治
田
原
郷
で
は
、
文
政
十
一
年
建
藤
神
社
と
同
様
に
平
岡
村
の
春

日
大
明
神
社
祠
官
の
麻
和
（
ア
サ
ナ
ギ
）
志
摩
・
平
憲
忠
も
初
入
門
し

て
い
る
が
、
そ
こ
に
は
、
入
門
の
事
情
が
記
さ
れ
て
い
る
。
少
し
長
文

で
あ
る
が
、
次
に
掲
出
し
て
お
く
。 

  
 

右
大
宮
神
明
宮
・
春
日
大
明
神
等
、
宇
治
田
原
郷
七
ケ
村
之
氏
神
之
処
、
是 

迄
守
護
人
者
称
宮
守
、
右
弥
治
兵
衛
先
年
御
門
人
之
列
ニ
被
召
加
置
、
中 

臣
祓
斗
被
授
置
候
処
、
此
度
氏
子
中
依
願
、
祠
官
職
并
改
名
被
仰
付
、
本
許 

状
被
下
之
、
又
麻
和
と
申
者
、
唯
称
号
而
已
ニ
而
、
平
岡
村
家
柄
之
百
性
年 

番
ニ
宮
守
役
相
勤
来
、
是
迄
何
方
江
も
不
附
属
、
仍
之
此
度
一
緒
ニ
本
許
状 
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相
願
、
即
年
番
之
者
称
志
摩
、
神
役
可
相
勤
旨
申
渡
、
且
同
郷
之
内
外
ニ
八 

幡
宮
在
、
是
ハ
卜
家
配
下
之
由
、
元
来
右
三
社
宇
治
田
原
郷
十
一
ケ
村
惣
氏 

神
之
由
也
、
右
願
ニ
付
、
氏
子
七
ケ
村
庄
屋
并
郷
中
大
年
寄
連
印
之
願
書
差 

出 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

御
殿
申
次 

御
門
人 

湯
浅
大
和 

 

宇
治
田
原
郷
の
大
宮
神
明
宮
・
春
日
大
明
神
は
、
宇
治
田
原
郷
七
ケ

村
の
氏
神
で
弥
治
兵
衛
が
白
川
家
に
入
門
を
許
さ
れ
、
中
臣
祓
を
授
与

さ
れ
た
だ
け
で
あ
っ
た
が
、
氏
子
中
の
願
い
に
よ
っ
て
神
主
の
職
と
名

が
許
状
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
。
平
岡
村
の
年
番
百
姓
は
、
宮
守
役
を
勤

め
て
い
た
が
、
ど
こ
に
も
属
し
て
い
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
こ
れ
を
機
会

に
白
川
家
の
許
状
に
よ
り
、
年
番
が
神
主
名
の
「
志
摩
」
と
称
し
て
神

役
を
勤
め
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
も
そ
も
こ
の
二
社
の
ほ
か
に
八
幡
宮

を
含
め
三
社
は
宇
治
田
原
郷
十
一
ケ
村
の
惣
氏
神
で
あ
る
。
こ
れ
は
、

元
来
吉
田
家
配
下
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
七
ケ
村
庄
屋
年
寄
が
連
印
し
て

白
川
家
に
入
門
の
願
書
を
出
し
た
と
い
う
。
吉
田
の
神
道
伝
授
が
長
期

に
及
ぶ
修
養
と
多
大
な
費
用
を
要
し
た
の
に
対
し
て
、
白
川
家
入
門
は

礼
金
と
簡
便
な
手
続
で
あ
っ
た
こ
と
に
よ
る
。
五
百
磐
の
入
門
を
き
っ

か
け
に
、
宇
治
田
原
郷
七
ケ
村
で
は
、
宮
座
の
百
姓
が
年
番
で
勤
め
る

氏
神
の
神
役
は
、
一
年
限
り
の
宮
守
役
で
あ
っ
て
も
、
白
川
家
が
認
め

た
神
主
名
に
改
名
し
て
、
神
役
の
勤
め
を
果
た
す
の
で
あ
る
。
氏
神
の

神
役
が
白
川
家
に
よ
っ
て
容
易
に
神
主
の
地
位
に
箔
を
つ
け
ら
れ
た
。 

京
田
辺
市
の
神
社
で
は
、
明
治
元
年
四
月
十
四
日
に
綴
喜
郡
山
本
村

の
木
村
惣
右
衛
門
が
白
川
家
に
初
入
門
し
、
神
拝
式
作
法
を
礼
金
百
疋

で
伝
授
さ
れ
て
い
る
。
宇
治
田
原
郷
で
見
た
よ
う
に
、
木
村
惣
右
衛
門

も
年
番
神
役
を
勤
め
る
た
め
に
入
門
し
た
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
。
し
か

し
、
維
新
の
改
革
は
、
京
市
中
や
周
辺
の
大
社
だ
け
で
な
く
、
南
山
城

の
小
社
に
も
及
ん
だ
。
明
治
元
年
三
月
二
日
に
神
号
神
体
の
仏
教
色
を

払
い
、
同
年
三
月
十
七
日
に
は
別
当
社
僧
復
職
令
、
同
年
四
月
一
日
に

は
八
幡
の
菩
薩
号
を
廃
止
し
、
八
幡
神
と
改
称
す
る
な
ど
、
矢
継
ぎ
早

に
神
仏
分
離
令
が
出
さ
れ
て
い
る
。
神
仏
習
合
の
石
清
水
八
幡
宮
に
は

四
月
一
日
に
は
、
境
内
地
の
梵
鐘
や
三
具
足
な
ど
の
仏
教
的
装
飾
品
の

取
り
除
き
が
命
ぜ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
木
村
惣
左
衛
門
は
、
山
本
村
の

庄
屋
を
勤
め
て
い
た
（
六
）
。
山
本
村
に
こ
れ
ら
の
通
達
が
い
つ
届
い
た

か
は
、
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
維
新
後
の
神
仏
分
離
令
に
い
ち
早
く
対

応
す
る
た
め
に
還
俗
す
る
か
宮
寺
を
去
る
か
選
択
を
迫
ら
れ
て
い
た

恵
日
寺
住
職
に
代
わ
っ
て
佐
牙
神
社
の
神
主
と
し
て
勤
め
を
果
た
そ

う
と
し
た
か
の
か
も
し
れ
な
い
。 

同
年
四
月
廿
日
綴
喜
郡
大
住
村
御
霊
宮
神
主
奥
大
膳
規
善
は
、
白
川

家
に
初
入
門
し
、
神
拝
式
を
伝
授
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
奥
大
善
は
、
復

餝
と
あ
り
、
大
住
氏
神
社
（
現
月
読
神
社
）
の
境
内
の
神
宮
寺
の
住
僧

で
あ
っ
た
ろ
う
。
同
年
閏
四
月
の
御
役
所
へ
の
伺
書
（
七
）

に
よ
る
と
大

住
氏
神
境
内
に
は
、
本
社
・
拝
殿
・
御
鳳
輦
神
事
具
入
の
ほ
か
に
薬
師

堂
・
籠
堂
が
あ
り
、
当
社
に
は
往
古
よ
り
神
主
・
禰
宜
は
な
く
、
別
当

奥
之
坊
が
守
護
し
て
き
た
と
い
う
。
こ
の
伺
い
書
を
提
出
し
た
奥
之
坊

の
別
当
権
大
僧
都
法
印
空
善
が
還
俗
し
て
、
こ
の
た
び
奥
大
膳
と
改
名

し
、
神
祇
官
附
属
の
神
主
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。 
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な
お
、
大
住
社
は
、
慶
応
四
年
正
月
鳥
羽
伏
見
の
戦
い
で
、
敗
軍
の

幕
府
軍
は
放
火
し
な
が
ら
立
ち
退
き
、
五
日
に
淀
が
兵
火
に
見
舞
わ
れ
、

翌
六
日
男
山
に
兵
火
が
迫
る
に
つ
れ
て
、
戦
禍
を
避
け
て
社
務
や
お
も

だ
っ
た
神
人
が
供
奉
し
て
八
幡
神
を
大
住
の
当
社
に
遷
座
し
た
。
そ
の

時
神
宝
は
薬
師
堂
に
納
め
、
社
務
・
御
殿
司
や
神
官
等
は
奥
之
坊
に
旅

宿
し
、
翌
日
薩
・
長
・
因
の
三
藩
が
警
固
し
、
ま
た
村
方
の
主
だ
っ
た

者
も
供
奉
し
て
無
事
に
還
御
し
た
。
そ
の
時
人
足
の
差
配
や
兵
糧
等
賄

の
手
配
し
た
大
住
村
の
鎮
守
に
対
し
て
謝
礼
と
し
て
永
世
献
米
を
社

務
三
家
が
申
し
出
て
い
る
（
八
）
。 

そ
の
後
大
住
社
で
は
同
年
十
月
九
日
に
は
、
倅
の
奥
左
近
善
乗
が
継

目
入
門
し
、
神
拝
式
と
葬
祭
式
を
礼
金
五
百
疋
で
授
け
ら
れ
、
神
主
職

を
相
続
し
た
。 

綴
喜
郡
松
井
村
の
八
幡
大
神
社
と
天
満
宮
両
社
は
、
現
松
井
天
神
社

で
あ
る
が
、
同
年
十
二
月
十
四
日
こ
の
神
主
仲
左
近
が
神
拝
式
伝
授
で

初
入
門
し
た
が
、
白
川
家
へ
の
紹
介
者
は
、
隣
村
大
住
村
の
神
主
を
相

続
し
た
奥
左
近
で
あ
る
。
大
住
村
は
石
清
水
と
の
関
係
か
ら
神
宮
寺
の

僧
侶
が
還
俗
し
て
神
官
に
転
身
、
隣
村
の
松
井
村
に
も
白
川
家
へ
入
門

者
を
紹
介
し
て
い
た
。 

同
年
十
月
九
日
久
世
郡
田
井
村
の
加
藤
縫
殿
介
藤
原
正
壽
は
、
神
拝

式
伝
授
に
よ
り
、
白
川
家
に
初
入
門
し
て
い
る
が
、
紹
介
者
は
、
八
幡

社
司
紀
大
隅
守
で
あ
る
と
い
う
。
紀
大
隅
守
と
は
、
石
清
水
八
幡
宮
の

神
前
で
神
事
を
司
り
、
紀
氏
を
名
乗
る
三
家
（
俗
別
当
・
神
主
・
撿
知
）

の
う
ち
の
神
主
で
あ
る
（
九
）
。
僧
体
の
社
務
田
中
家
が
、
吉
田
家
に
入

門
し
て
い
た
の
に
対
し
て
、
石
清
水
の
神
事
は
、
伯
家
神
道
で
も
祭
祀

が
行
わ
れ
て
い
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
白
川
家
で
は
こ

の
時
期
に
南
山
城
で
も
門
人
を
確
保
し
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ

る
。 維

新
期
の
京
田
辺
や
周
辺
の
村
社
は
、
人
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
で
白
川

家
に
入
門
し
、
明
治
新
政
府
の
神
社
祭
祀
の
在
り
方
を
模
索
し
て
い
た

の
で
あ
ろ
う
。 

 

 
 
 
 

 
              

－ 257 －



 
註 

 

（
一
）
小
泉
芳
孝
『
稲
作
民
俗
の
源
流
』
一
三
六
頁
、
平
成
十
三
年 

（
二
）
文
政
八
年
十
一
月
「
諸
色
献
立
覚
」(

江
津
村
文
書
13
号)

京
都
府
立
京
都
学 

・
歴
彩
館
蔵 

（
三
）
文
化
四
年
九
月
「
氏
神
年
行
事
諸
書
留
」(

江
津
村
文
書
5
号)

京
都
府
立
京 

都
学
・
歴
彩
館
蔵 

（
四
）
近
藤
喜
博
編
『
白
川
門
人
帳
』
昭
和
四
十
七
年
、
清
文
堂
出
版 

（
五
）
石
清
水
八
幡
宮
『
石
清
水
八
幡
宮
史
』
首
巻
、
祠
官
系
図(

東
竹)

四
六
頁
、

平
成
九
年
、
続
群
書
類
従
完
成
会 

（
六
）
田
辺
町
『
田
辺
町
近
世
近
代
資
料
集
』
昭
和
六
十
二
年
、
一
四
六
頁
、
五
四

(

年
未
詳)

「
飯
岡
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付
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村
鎮
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献
米
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九
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拙
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近
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石
清
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八
幡
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所
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み
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人
身
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都
府
立
大
学
学
術
報
告
書
』
人
文 

六
十
七
号
、
二
〇
一
五
年) 

   

                       
月日 亡くなった子 〆人数 同年の子を持つ親 

4 月 15 日 林蔵子死去、三才 7 人 
長十郎・浅次郎・善七・宇兵衛・弥兵衛・

久次郎・おこよ 

4 月 26 日 おこよ子三才死去 7 人 
宇兵衛・善七・浅次郎・義兵衛・政右衛門・

久次郎・弥兵衛・ 

5 月 10 日 新七子五才死去 3 人 定次郎・武八・宮右衛門  

5 月 17 日 弥兵衛子三才死去 4 人 宇兵衛・久兵衛・義兵衛・浅次郎 

6 月 5 日 浅次郎子八才死去 3 人 義右衛門・源蔵・小右衛門 

6 月 7 日 記述なし 3 人 長次郎・彦兵衛・又七 

6 月 10 日 
年四才 

九左衛門子死去 
5 人 喜左衛門・庄七・政五郎・友次郎・源十郎

6 月 12 日 年弐才安兵衛子死去 8 人 
長次郎・定次郎・六右衛門・文七・惣次郎・

吉蔵・小右衛門・宮右衛門 

7 月 28 日 定次郎死去五才 2 人 宮右衛門・定八 
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